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ご

議
案
第
享
十
八
号
.

専
決
処
分
に
つ
い
て

地
書
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
富
十
九
条
竺
項
の
規
定
に
よ
り
'
別
紙
の

と

お

り

専

決

処

分

を

し

た

の

で

､

同

法

同

条

第

三

項

の

規

定

に

よ

り

､

こ

れ

を

本

議

会

に

警

し

て

霊

を

求

め

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

′

平
成
二
年
四
月
二
十
六
日

三

朝

町

長

　

安

　

田

　

真

一

郎

平
成
慧
丁
四
月
弐
六
日
壕
･
東
本
鵠

三
朝
町
畿
食
後
長
安
井
申
符



専

決

第

一

号

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

専
決
処
分
書

地
方
自
治
法
　
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
百
七
十
九
条
第
1
項
の
規
定
に
よ
り
､

三

朝

町

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

こ

と

に

つ

い

て

'

次

の

と

お

り

専

決

処

分

す

る

｡

平

成

二

年

三

月

三

十

一

日

三

　

朝

　

町

　

長

安

　

　

　

田

真

　

一

　

郎

.
｣

)

　

　

.

.

　

-
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こ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ノ

三
朝
町
条
例
第
十
四
号
ノ

三
朝
町
税
条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
税
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
二
十
四
条
第
二
項
中
｢
二
十
五
万
六
千
円
｣
を
　
｢
二
十
七
万
二
千
円
｣
　
に
改
め
る
｡

第
三
十
四
条
の
二
及
び
第
三
十
六
条
の
二
第
T
項
中
｢
生
命
保
険
料
控
除
額
｣
の
下
に
｢
'
損
害
保
険
料
控
除
額
｣

を
加
え
る
｡

第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
中
｢
精
神
薄
弱
者
｣
を
｢
精
神
障
筆
者
｣
に
改
め
､
同
条
農
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分

申
｢
又
は
厚
生
大
臣
｣
を
｢
､
痩
生
大
臣
｣
に
,
｢
第
四
号
｣
を
｢
本
項
｣
に
'
｢
)
及
び
｣
を
｢
)
又
は
精
神
保
健

紘
(
昭
和
二
十
五
年
度
律
第
百
二
十
三
号
)
第
三
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
-
精
神
障
害
者
の
通
院
医
療
費
の
公
費
負
担

を
受
.
け
て
い
る
旨
を
証
す
る
書
類
及
び
そ
の
精
神
障
害
の
程
度
が
国
民
年
金
法
施
行
令
(
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八

十
四
号
)
別
表
に
定
め
る
一
級
の
障
害
の
状
態
と
同
程
度
の
状
態
に
あ
る
旨
を
証
す
る
書
類
で
交
付
の
J
 
R
か
ら
1
年
を

経
過
し
て
い
/
な
い
も
の
(
以
下
本
項
に
お
い
て
｢
患
者
票
等
｣
と
い
･
つ
.
)
並
び
に
｣
に
改
め
'
同
項
第
四
号
申
｢
又

i

は
療
育
手
帳
｣
　
を
　
｢
'
療
育
手
帳
又
.
は
患
者
票
等
｣
.
に
改
め
る
｡

:
附
則
第
五
条
第
1
項
中
二
二
十
二
万
円
｣
を
r
三
十
四
万
円
｣
に
改
め
る
o

附
則
第
十
五
集
中
｢
附
則
第
三
十
7
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
｣
を
｢
附
則
第
三
十
一
条
の
二
第
1
項
か
ら

第
七
項
ま
で
｣
　
に
改
め
る
｡



附
則
第
十
六
条
の
三
第
｢
項
第
一
号
中
　
｢
百
分
の
二
十
五
･
六
｣
を
　
｢
百
分
の
二
十
八
｣
　
に
､
｢
百
分
の
三
十
六
･

七
ト
を
　
｢
百
分
の
三
十
七
･
五
｣
　
に
改
め
'
同
条
第
二
項
第
二
号
中
｢
百
分
の
七
十
｣
　
を
　
｢
百
分
の
六
十
七
｣
　
に
'

｢
百
分
の
五
十
七
｣
を
　
｢
百
分
の
五
十
六
｣
　
に
改
め
'
同
各
第
三
項
第
二
号
中
｢
百
分
の
三
十
｣
一
を
｢
百
分
の
二
十

八
｣
　
に
'
　
｢
百
分
め
四
十
二
｣
　
を
　
r
百
分
の
三
十
七
･
五
｣
　
に
改
め
る
o

附
則
第
十
六
条
の
五
第
1
項
中
　
｢
平
成
三
年
度
｣
　
を
　
｢
平
成
五
年
度
｣
　
に
改
め
る
.

附
則
第
十
七
条
第
一
項
中
　
｢
第
三
十
七
条
第
五
項
｣
　
を
　
｢
第
三
十
七
条
第
六
項
｣
　
に
改
め
る
｡

附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
中
　
｢
平
成
三
年
度
｣
　
を
　
｢
平
成
四
年
度
｣
　
に
改
め
る
｡

附

　

則

(
葡
行
掛
目
)

第
1
条
　
こ
の
条
例
は
､
平
成
二
年
四
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
.
た
だ
し
｢
､
第
三
十
四
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
次

粂
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
､
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡
'

(
町
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
二
条
　
改
正
後
の
三
廟
町
税
条
例
(
以
下
｢
新
条
例
｣
と
い
う
｡
)
第
二
十
四
条
第
二
項
､
附
則
第
五
条
及
び
第
十

六
条
の
三
の
規
定
は
'
平
成
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
､
平
成
元
年
度
分
ま
で
の
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l

l

 

J

.

　

　

l

1

個
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
は
､
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

2
　
新
条
例
附
則
第
十
六
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
サ
い
て
は
,
平
成
二
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
.
に
限
り
'
同
条
第

二
項
第
1
号
中
｢
百
分
の
二
十
八
｣
と
あ
る
の
は
｢
百
分
の
二
十
七
･
三
｣
i
J
t
同
条
第
二
項
第
二
号
中
｢
百
分
の

六
十
七
｣
と
あ
る
の
は
｢
百
分
の
六
十
八
｣
と
､
同
条
第
三
′
項
第
二
号
中
｢
百
分
の
二
十
八
｣
と
あ
る
の
は
｢
百
分

の
三
十
九
｣
と
'
｢
百
分
の
三
十
七
･
五
｣
と
あ
る
の
は
｢
百
分
の
四
十
｣
と
す
る
｡

1
 
3
　
新
条
例
第
三
十
四
条
の
こ
及
び
第
三
十
六
条
の
二
第
壷
の
規
定
は
､
平
成
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
町

.
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
,
平
成
二
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

4
　
新
条
例
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
は
,
町
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
平
成
二
年
1
月
一
日
以
後
に
支
払
っ

た
地
方
税
蔭
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
年
法
律
第
十
四
号
)
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
(
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
土
谷
)
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
生
命
保
険
料
､
同
項
第
五
号

の
二
に
規
定
す
る
個
人
年
金
保
険
料
又
侶
同
項
第
五
号
の
三
に
規
定
す
る
損
害
保
険
料
に
つ
ー
い
て
適
用
す
る
.

(
軽
自
動
車
税
に
■
■
関
す
る
経
過
措
置
)

第
三
条
　
新
条
例
第
九
十
条
第
二
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
､
平
成
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て

適

用

し

,

平

成

元

年

度

分

ま

で

の

軽

白

動

車

税

に

つ

い

て

は

､

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

ノ

(
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
蕗
過
碍
置
)

第
四
条
　
新
条
例
附
則
第
十
五
条
の
規
定
(
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
｡
､
)
は
､



2

平
成
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土
地
に
対
し
･
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
'
平
成
元
年
度
分
ま
で

の
土
地
に
対
し
て
漂
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

新
条
例
附
則
第
十
五
条
の
規
定
(
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
｡
)

紘
,
平
成
元
年
六
月
三
十
日
以
後
に
さ
れ
る
土
地
の
取
得
に
係
る
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税

に
つ
い
て
適
用
し
､
同
日
前
に
さ
れ
た
土
地
の
取
得
に
係
る
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ

い
て
は
､
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

｣


